
紅花の魅力でつなぐ －べに花まるごと推進員－【山形県河北町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最上紅花の里かほく 

江戸時代、最上紅花の生産・集荷・販売の中心地として栄えた河北町。 

紅花を中心に更に商いの幅を広げた紅花商人の活躍によって商業の町となり、紅花交易を通じてひ

な人形などの京文化が移入され、紅花商人の中から近郷に冠たる大地主が発生するなど、紅花が町

の発展に大きく関わってきました。 

 

昭和 55年、「紅花のまち」を標榜して紅花を町の花に制定。 

昭和 59年、全国唯一といわれる「紅花資料館」を開設。 

以来、紅花にこだわったまちづくりを展開してきました。 

 

2018 年度（平成 30 年度）には「山寺が支えた紅花文化」が日本遺産に、「歴史と伝統がつなぐ『山

形の最上紅花』～日本で唯一、世界でも稀有な紅花生産・染色用加工システム～」が日本農業遺産

に認定されました。 

 

抱えている課題 

 紅花で栄えた町で伝統の紅染を復活させようとした紅染め職人、広く一般に紅染体験を指導してき

た紅染めグループ、紅花を栽培する生産者さんたち。「紅花の里かほく」を長年支えてきたみなさん

ですが、高齢化が進み、後継者がなく、今引き継がなければ河北町の紅花が途絶えてしまう危機的

状況です。 

 

3 年前から、紅染の伝統を継承しようと地域おこし協力隊員が 1 人活動中ですが、任期終了時期が近

づいています。このまま河北町に残りたいと話してくれていますが、1 人ではこの危機的状況を食い

止めることは困難です。 

 

求めている人材 

紅花の栽培技術を引き継ぎ、その紅花を活用して広く観光客や地元の方々に知ってもらい体験して

もらえるようなメニューを開発してくれる仲間を募集します。 

 

全国で唯一の、紅花に関する資料を集め展示する「河北町紅花資料館」の近くに、加温ハウスがあ



り、ここで 10年ほど前から紅花の通年栽培を研究しています。 

通常は 7月に咲く紅花を、冬にも咲かせたい。それらも活用して 

紅花を未来に繋げていきたいのです。 

 

 

河北町はこんなところ 

河北町は、山形県のほぼ中央にあって、自然豊かな風光明媚な環境の中にあります。 

江戸時代の頃、最上川舟運の紅花集散地として栄え、多くの上方文化がもたらされました。春

には風雅な京文化を伝える時代雛が勢ぞろいし、秋には千百余年の伝統薫る舞楽と勇壮な祭典で

彩られます。 

特産品には、「お米」や「さくらんぼ」、「イタリア野菜」などの農産物のほか、B 級ご当地グル

メとしても注目を浴びる「冷たい肉そば」やカレー風味の「ソースかつ丼」、おいしい米と清流寒

河江川の伏流水から造り上げられる「地酒」など名産品が数多くあります。 

 

河北町の地域おこし協力隊の受入状況 

現在、４名の地域おこし協力隊員と 1名の地域活性化起業人がそれぞれの分野で活動中です。 

 

  



地域おこし協力隊募集要項 

 

１ 募集人数 １名 

 

２ 活動内容 ・ハウスでの紅花の栽培 

       ・紅花を使った体験活動の支援 

       ・紅花活用イベント企画 

       ・河北町について紅花を通じたＰＲ活動 

・紅花を活用した商品開発に関する活動 

・ほかの隊員とのミーティングや研修   など 

 

３ 勤 務 地 河北町商工観光課（活動拠点は河北町紅花資料館近隣ハウス等） 

 

４ 募集対象 

 （１）３大都市圏や政令指定都市の都市地域(過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない地域)に

在住しており、採用後に河北町内に生活拠点を移し、住民票を異動することができる方 

 （２）心身ともに健康で、地域住民と協力しながら活性化活動に取り組む意思のある方 

 （３）普通自動車運転免許を取得している方 

 （４）パソコンやＳＮＳ等を活用できる方 

 （５）着任日現在で年齢満２０歳以上の方 

 （６）協力隊としての活動期間終了後も本町に定住する意志のある方 

 （７）地方公務員法（昭和２５年法律第 261号）第１６条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない方 

 

５ 勤務時間 

 （１）原則として週５日（月２０日程度）とします。 

 （２）勤務時間は、原則午前８時３０分から午後５時００分まで（うち休憩１時間）とし、１

週間あたり３７時間３０分以内とします。 

※ ただし、活動内容によっては土・日曜日や祝祭日に活動する場合や勤務時間が変更とな

る場合があります。この場合は勤務時間の振替で調整していただきます。 

 

６ 雇用形態及び期間 

 （１）河北町会計年度任用職員として、河北町長が任命します。 

 （２）期間は、任用の日から１年間とし、最長、任用日から３年間勤務することができます。 

 （３）任用開始は、令和８年４月１日予定です。 

（４）隊員としてふさわしくないと判断した場合は、委嘱期間中であっても委嘱を取り消すこ 

とができるものとします。 

（５）事前に届け出ることで業務に支障がない範囲で副業を行うことも可能です。 

 

７ 報酬及び福利厚生等 

 （１）月額２１０，０００円（社会保険料等含む。別途期末・勤勉手当あり） 

 （２）社会保険等（雇用保険、厚生年金、健康保険）に加入します。 

 （３）住居は町が用意する民間アパート等の住宅または住宅家賃相当額分の補助を予定してお



ります。（引っ越しにかかる費用、生活必需品、光熱水費は自己負担となります。一部貸

出可能備品あり。お問い合わせください。） 

 （４）活動用車両、タブレット端末を貸与します。 

 

８ 応募手続き 

（１）応募期間 

令和８年２月１８日（水）から令和８年３月１６日（月）まで 

 （２）提出書類 

  ① 申込書（協力隊としてやりたいこと、将来目指している生活スタイル等を自己ＰＲ欄に

記載してください。別紙でも可） 

  ② 住民票抄本の写し 

  ③ 運転免許証の写し 

なお、提出書類は返却いたしません。 

 （３）申込み・問い合わせ先 

   〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊８１番地 

   河北町役場 商工観光課 かほく発信・ブランド推進室 かほく発信・ブランド推進係 

   電話：0237-73-5162（直通） E-mail：beni@town.yamagata-kahoku.lg.jp 

 

９ 選考 

 （１）第１次選考 

   書類選考のうえ、結果を応募者全員に通知します。 

 （２）第２次選考 

   第１次選考合格者に、河北町において面接試験を実施します。（３月中旬予定）（ＷＥＢ面

接の場合あり） 

なお、面接の場合、会場への交通費等は個人負担とします。 


